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とうのしょうまち

令和8年３月　第１４号令和8年３月　第１４号

地
域
計
画
の
参
画
と

勉
強
会
の
開
催

　
「
地
域
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
計

画
（
略
し
て
地
域
計
画
）」
の
策
定
及

び
改
定
に
向
け
、
町
内
13
地
区
の
座
談

会
に
参
加
し
、
農
業
の
将
来
の
在
り
方

に
つ
い
て
話
し
合
い
を
行
い
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
は
、
農
業
者
の
意
向
把
握

を
行
い
、
農
地
を
次
の
担
い
手
に
繋
ぐ

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業

の
勉
強
会
」
を
開
催
（
１
月
９
日
）

し
、
町
内
か
ら
約
60
名
の
農
業
者
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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平
素
よ
り
、
農
業
委
員
会
の

運
営
、
活
動
に
格
別
な
る
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

農
業
の
担
い
手
確
保
や
農
地

の
集
積
・
集
約
化
、
耕
作
放
棄

地
の
発
生
防
止
や
解
消
な
ど
農

地
の
利
用
の
最
適
化
を
推
進
す

る
こ
と
が
農
業
委
員
会
の
役
割

で
す
。
各
地
区
に
は
農
業
者
の

相
談
役
と
し
て
農
業
委
員
と
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
お

り
ま
す
。

農
業
に
携
わ
る
皆
様
の
ご
意

見
、
ご
要
望
を
お
伺
い
し
な
が

ら
、
諸
課
題
の
解
決
の
向
け
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
支
援
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会長挨拶

農
業
委
員

岡野　豊

飯 田 伴 雄
（神代）
神代地区担当

池 永 章 徳
（東城）
東城地区担当

海 寳 聡 久
（東城）
東城地区担当

河 津 義 則
（橘）
橘地区担当

鈴 木 孝 一
（東城）
東城地区担当

鈴 木 節 子
（東城）
笹川地区担当

高 森 一 郎
（東城）
神代地区担当

田 谷 典 夫
（橘）
橘地区担当

常 世 田 寛
（橘）
橘地区担当

林 美 佐 子
（笹川）
笹川地区担当

副会長
（職務代理者）

農 地 部 長

農 政 部 長会長

農地利用最適化推進委員

東庄町農業委員会（☎86-6079）へ
お気軽にご相談ください。

農地の担い手
●経営規模を拡大したい。
●新規就農・参入したい。
●分散した農地をまとめたい。

農地の出し手
●高齢で農作業ができない。
●　後継者もいない。
相続した農地を売りたい。

あっせん委員
（農業委員・推進委員）

による個別マッチング

東庄町農地移動適正化

あっせん事業

　
遊
休
農
地
の
管
理
等
で
お
悩
み
の
方
は
、
担
当
地

区
の
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
ま
た

は
、
東
庄
町
役
場
農
政
係
（
☎
８
６-

６
０
７
６
）

へ
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
千
葉
県
農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
令
和
５
年
度
か
ら

遊
休
農
地
緊
急
対
策
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

ご
相
談
く
だ
さ
い
！

遊
休
農
地
解
消
緊
急
対
策
事
業

東
庄
町
農
業
委
員
会

　
　
　
　
　委
員
紹
介

第
25
期

任期
R. 7.  4. 1

R.10. 3.31

～

菅 谷 耕 一
（神代）
神代地区担当

常世田元雄
（笹川）
笹川地区担当

江波戸敏雄
（橘）
橘地区担当

多 田 澄 江
（橘）
橘地区担当

岡 野　 豊
（東城）
東城地区担当

保 科 耕 一
（笹川）
笹川地区担当

宮 澤 秀 樹
（東城）
東城地区担当

岡 田 勝 巳
（神代）
神代地区担当

向後みどり
（笹川）
笹川地区担当

佐 藤 一 郎
（神代）
神代地区担当



第（3）令和８年３月１日 号14

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
法
に

基
づ
き
、
毎
年
全
農
地
の
利
用
状

況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を

実
施
し
「
遊
休
農
地
の
実
態
把
握

と
発
生
・
防
止
・
解
消
」
お
よ
び
「
農

地
の
違
反
転
用
発
生
防
止
対
策
」

の
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
７
年
度
は
町
内
全
農
地

２
１
６
３
㏊
を
調
査
し
た
結
果
、

１
９
４
㏊
の
遊
休
農
地
を
把
握
し

ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
地

権
者
へ「
利
用
意
向
調
査
」を
行
い
、

遊
休
農
地
の
解
消
・
農
地
の
有
効

利
用
等
を
図
り
ま
す
。

令
和
７
年
11
月
18
日
か
ら
19
日
に
、
県
外
視

察
研
修
会
を
実
施
し
、
東
日
本
大
震
災
復
興
交

付
金
を
活
用
し
、
新
た
な
産
地
づ
く
り
と
し
て
、

町
内
３
か
所
に
大
型
園
芸
施
設
が
整
備
さ
れ
た

宮
城
県
亘
理
町
い
ち
ご
団
地
を
視
察
し
ま
し
た
。

視
察
先
の
亘
理
町
い
ち
ご
団
地
は
、
全
体
で

生
産
面
積
２
３
・
１
㏊
、
生
産
者
99
戸
、
栽
培
方

法
は
全
て
高
設
栽
培
で
す
。

施
設
内
は
、
少
人
数
で
生
産
が
出
来
る
よ
う

に
温
湿
度
・
日
照
時
間
・
か
ん
水
・
養
分
を
シ

ス
テ
ム
で
一
括
管
理
し
、
暖
房
設
備
や
二
酸
化

炭
素
発
生
装
置
な
ど
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

亘
理
町
の
団
地
で
生
産
さ
れ
た
全
て
の
い
ち

ご
は
、
団
地
内
に
あ
る
集
荷
施
設
（
Ｊ
Ａ
仙
台

亘
理
山
元
い
ち
ご
選
果
場
）
で
集
荷
・
選
果
さ

れ
北
海
道
方
面
へ
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
生
産
技
術
を
シ
ス
テ
ム
化
し
た
こ
と

に
よ
り
、
後
継
者
お
よ
び
新
規
就
農
者
へ
技
術

継
承
が
し
や
す
く
将
来
を
見
据
え
た
先
進
的
な

農
業
経
営
現
場
を
視
察
し
ま
し
た
。

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
ま
し
た

実
施
し
ま
し
た

　

令
和
７
年
11
月
３
日
開
催
の
第
38
回

東
庄
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
に
東
庄
産
農
産

物
の
お
楽
し
み
抽
選
会
を
行
い
、「
コ
カ

ブ
」
や
「
あ
ら
び
き
ソ
ー
セ
ー
ジ
」
な

ど
を
無
料
で
配
布
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
大
勢
の
方
が
列
を
成
し
て

大
盛
況
で
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
農
業
委
員
会
と
Ｊ
Ａ
か

と
り
東
庄
地
区
理
事
・
東
庄
町
農
村
ふ

れ
あ
い
塾
の
合
同
事
業
で
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

ふれあいまつりふれあいまつり

県
外
視
察
研
修
会
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令和７年1月から12月までに締結
（公告）された賃貸借における賃
借料水準（10a当たり）は、以下
のとおりとなっております。

神代地区
笹川地区
橘　地　区
東城地区

（参考）東庄町全域

平均額
（円）

締結（公告）された
地域名

最高額
（円）

最低額
（円）

データ数
（件）

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

データ数
（件）

【田（水稲）の部】

神代地区
笹川地区
橘　地　区
東城地区

（参考）東庄町全域

締結（公告）された
地域名

【畑の部】

1　データ数は、集計に用いた賃貸借件数（筆数）である。
2　データの集計にあたり、全体平均値より7割を超えるものは除外している。
3　物納（水稲）による小作料は、1俵当たり32,500円で換算している。

東庄町
賃借料
情　報

31,700
42,900
39,600
31,700
39,100

48,800
65,000
54,600
47,000

14,500
15,000
15,000
20,000

114
240
90
12

13,200
18,900
10,900
17,600
13,900

11,400
18,900
20,000
24,400

20,300
18,900
7,900
6,700

5
1
20
16

令
和
８
年
度
農
業
委
員
会
総
会
開
催
予
定
日

■総会開催場所：通常は役場会議室２
■総会開催時間：通常は午後３時より
■総会は公開しています。傍聴を希望の方は事務局まで
お問い合わせください。

　

開催日時、開催場所は、都合により変更する場合が
　ありますので、事務局にお問い合わせください。

総会開催日 申請受付締切日
令和 8年

令和 9年

4月 7日
5月 8日
6月 5日
7月 7日
8月 5日
9月 7日
10月 5日
11月 5日
12月 7日
1月 8日
2月 5日
3月 5日

(火)
(金)
(金)
(火)
(水)
(月)
(月)
(木)
(月)
(金)
(金)
(金)

令和 8年

令和 9年

(木)
(月)
(水)
(金)
(金)
(木)
(金)
(火)
(金)
(金)
(水)
(金)

農地法第４条・第５条 農地を農地以外のものに転用する場合
は農地法第４条または第５条の許可が必要です。

農地法第３条 耕作目的のために農地を所有権移転したり貸
借する場合は、農地法第３条の許可が必要です。

3 月 19日
4月 20日
5月 20日
6月 19日
7月 17日
8月 20日
9月 18日
10月 20日
11月 20日
12月 18日
1月 20日
2月 19日

農業者年金農業者年金
終身年金。80歳前に亡くなられた場合
には死亡一時金を遺族の方に支給
★年金は生涯受給できます。
★仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなられた
　場合には、80歳までに受け取るはずであった
　農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額が
　ご遺族に死亡一時金として支給されます。

税制面の優遇措置が大きい
★支払った保険料は全額（最高額１人当たり
　80万４千円）が社会保険料控除の対象に
　なります。さらに、同一生計の家族分の保 
　険料を支払っている場合は、家族分も含め
　て控除の対象になります。

★一定の要件を満たした意欲ある担い手は最高
1万円の保険料の国庫補助が受けられます。

★国庫補助を受ける場合の保険料は月２万円に
　固定されます。

で老後の生活を安心サポート

5
特徴

6
特徴

政策支援加入なら、
　　　　　保険料の国庫補助がある

特徴１の３つの
要件を満たせば
どなたでも加入
できます

4
特徴

5
特徴

6
特徴

農業者なら広く加入できる
加入資格▶
★年間60日以上農業に従事する

★20歳以上65歳未満の方
※60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者

★加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わ
　せた額により将来受け取る年金額が事後的に決
　まる積立方式・確定拠出型を採用しています。
★加入者・受給者数の増減に左右されない、安定
　した制度です。

通常加入の場合、
　保険料の額は自由に決められる
★月額２万円（35歳未満で政策支援加入の対象
　とならない方は１万円）から６万７千円まで
　千円単位で選択できます。

3
特徴

1
特徴

2
特徴

3
特徴

★国民年金の第1号被保険者（保険料納付免除者
　を除く）で、

積立方式・確定拠出型で
　　　　　　少子高齢時代に強い

〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
ＴＥＬ ０４７８－８６－６０７９ ／ ＦＡＸ ０４７８－８６－４０５１

──お問い合わせ──
東庄町農業委員会事務局


